
祝・国指定重要無形民俗文化財指定

大津薫璃醸醒膨穆崖鯵
平成28年10月8日（土）・9日（日）

●10月2日（日）

●10月8日（土）

●10月9日（日）

作品募集

8：30－15：00　山建て（曳初め）

夕　刻～21：00　宵　宮

9：00－17：30　本　条

（l）作品規格　カラー及び白黒プノント（A4判以上全紙まで）

㈲応募資格　制限なし　どなたでもご応募いただけます。

ほ）出品：粕1点の応募の場合500円、2点以上の応募の場合1，∝池田
となります。…（郵送の楊合は郵便小為替で作品は同封の上

を送付下さい。）

（4）締　　切　平成27年11月11日（金）必着

（5）審　　査11月下旬（予定）に全日本写真連盟と関係団体が実施

（6焼　　表12月上旬（予定）

（7）表彰式　発表後、受賞者に別途通知します。

（8）送　り　先　〒520－0037大津市御陵町2番3号市民文化会館内

公益社団法人びわ湖大津観光協会

（9）問合せ先　同　上（TEL077－5282772）

㈹展　　示　大津祭曳山展示館（12月18日から翌年1月15日予定）

01）応募規定　①応募作品は本人が本年に撮影したもので未発表のも
のに限ります。

（②組写真の場合は3枚以内（各1枚の大きさはA4判以上

全紙までで3枚以内の合わせた大きさは180センチ×

90センチ以内）の組とします。ただし、レイアウトを別紙

で指示し、テープ等でとめて固定して下さい。

③応募点数は一人5点までとし、組写真はl点とみなします。

④l点ごと（組写真は1枚ごと）に応募票を写真の裏面中
央に透明テープの粘着面を外側に向け輪にして貼付け
てください。（両面テープ、のり使用不可）

（9入賞作品の使用権は主催者側に属します。

（観光ポスター、チラシ、雑誌、電子メディアによる情報
サービス等にて使用させて頂きます。）

⑥応募作品は返却いたしません。
（D入賞作品のフイルム及びデータ（CD、DVD）等は通知

次第提出して下さい。

（③肖像権及び被写体の著作権をめぐる一切の責任は応募者

にあります。被写体本人の承諾を得た上でご応募下さい。

⑨画像の加工（合成や削除等）は認めません。

⑲上記応募規定①、②、⑧、⑨に関し、規定違反が判明し
た場合は、当該応募を無効といたします。万一、第三者

と紛争が生じた場合には、応募者自身の責任と費用負

担によって解決していただきます。

⑪入賞者は、氏名、住所（番号は非公開）を新聞紙上等で‾公表いたします。

そ　の　他・応募の際に記入頂いた個人情報に関しましては、当
コンクール事務処理以外には使用いたしません。

・撮影するにあたり、祭行事の支障とならないようこ

注意下さい。
・ドローンを使用しての撮影は禁止となります。

『重要なお知らせとお願い』 

今年度から出品料（1点の応募の場合500円、2点以上の応募の 

些全lL旦哩を収めていただくことになりました。 
百；轟喜市≡青く際には、この点をご了承のうえご応募下きい。 

皆さまのご応募を心よりお待ちいたしております。 

天孫神社周辺
（大津市京町三丁目）

J R大津駅より徒歩3分

賞

推　薦（1点）（公社）びわ湖大津観光協会会長賞
（賞状および賞金5万円）

大津市長賞（賞状および盾）

全日本写真連盟・朝日新聞社費（賞状および盾）

特　選（3点）①大津市議会議長賞（賞状および賞金1万円）

全日本写真連盟・朝日新聞社費（賞状および盾）

②（公社）びわこビジターズビューロー会長賞

（賞状および賞金1万円）

全日本写真連盟・朝日新聞社費（賞状および盾）

③特定非営利活動法人大津祭曳山連盟理事長賞

（賞状および賞金1万円）

全日本写真連盟・朝日新聞社費（賞状および盾）

準特選（3点）①滋賀県写真連盟賞（賞状）
全日本写真連盟・朝日新聞社費（賞状および盾）

②大津写真連盟賞（賞状）
全日本写真連盟・朝日新聞社賞（賞状および盾）

③全日本写真連盟・朝日新聞社費（賞状および盾）

特定非営利活動法人大津祭曳山連盟賞（賞状）

入　選（30点）全日本写真連盟・朝日新聞社費（賞状および賞品）

※入賞作品は一人一賞とします。

主　催（公社）びわ湖大津観光協会
全日本写真連盟滋賀県本部

後　援　大津市・朝日新聞社

協　賛（公社）びわこビジターズビューロー
特定非営利活動法人大津祭曳山連盟
滋賀県写真連盟・大津写真連盟

（平成28年度）大津祭・写真コンクール応募票 

題　　　名 �� 

住　　　所 ��T 

ふりがな 氏　名 �� 

男・女年齢 ��（男・女）　（　　　　　）歳 

電　話 �自宅 � 

携帯 � 

◎応募票を写真の裏面中央にセロハンテープの粘着面を外側に向け、
幹にして貼付けのこと（両面テープ・のりは使用不可）


